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八
上
城
落
城
と
本
能
寺
の
変 

 
 

―
光
秀
「
怨
恨
説
」
を
め
ぐ
っ
て
― 

山
上 

登
志
美 

 

（
一
） 

 
 

天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
六
月
二
日
、
天
下
統
一
を
目
前
に
控
え
た
織
田
信

長
は
、
京
都
本
能
寺
に
お
い
て
、
家
臣
の
明
智
光
秀
に
殺
さ
れ
た
。
こ
の
名
高

い
政
変
で
あ
る
「
本
能
寺
の
変
」
は
、
な
ぜ
起
き
た
の
か
。
従
来
よ
り
様
々
な

説
が
挙
げ
ら
れ
て
き
た
が
、
中
で
も
「
怨
恨
説
」
は
強
く
支
持
さ
れ
続
け
て
き

た
。
毛
利
軍
と
対
峙
し
て
い
る
百
姓
出
身
の
羽
柴
秀
吉
の
配
下
に
入
っ
て
秀
吉

を
助
け
る
よ
う
に
光
秀
が
信
長
に
命
じ
ら
れ
た
こ
と
、
安
土
を
訪
れ
た
徳
川
家

康
の
饗
応
役
で
あ
っ
た
光
秀
が
、
不
始
末
を
信
長
に
咎
め
ら
れ
、
森
蘭
丸
に
鉄

扇
で
額
を
叩
か
れ
た
こ
と
な
ど
、
人
前
で
信
長
に
辱
め
ら
れ
、
プ
ラ
イ
ド
を
傷

つ
け
ら
れ
た
恨
み
が
、
光
秀
を
主
君
殺
し
に
駆
り
立
て
た
と
す
る
説
で
あ
る
。 

更
に
も
う
一
つ
、
光
秀
が
信
長
に
恨
み
を
抱
く
大
き
な
要
因
が
あ
っ
た
と

さ
れ
て
い
る
。
光
秀
の
丹
波
国
八
上
城
責
め
に
ま
つ
わ
る
逸
話
で
あ
る
。
八
上

城
攻
略
の
際
、
城
兵
た
ち
の
激
し
い
抵
抗
に
あ
い
城
を
攻
め
あ
ぐ
ね
た
光
秀
が
、

城
主
の
波
多
野
秀
治
と
和
睦
を
結
び
、
城
を
明
け
渡
せ
ば
命
を
助
け
る
と
の
約

束
の
証
し
と
し
て
、
老
母
を
人
質
に
城
へ
送
っ
た
。
光
秀
を
信
用
し
て
城
を
出

て
や
っ
て
来
た
秀
治
を
、
信
長
は
捕
え
て
殺
し
て
し
ま
い
、
こ
れ
を
知
っ
た
八

上
城
の
兵
た
ち
は
、
人
質
の
光
秀
の
母
を
殺
害
し
た
。
光
秀
は
、
信
長
が
自
分

の
願
い
を
入
れ
ず
秀
治
を
殺
し
た
せ
い
で
母
が
惨
殺
さ
れ
た
と
、
信
長
を
深
く

恨
ん
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。 

天
下
統
一
を
進
め
る
信
長
に
と
っ
て
、
西
国
の
毛
利
氏
は
大
き
な
壁
と
な

っ
て
い
た
。
毛
利
氏
攻
略
の
た
め
に
は
、
摂
津
・
丹
波
、
そ
し
て
播
磨
の
反
信

長
勢
力
が
立
て
籠
も
る
城
を
攻
め
落
と
す
必
要
が
あ
っ
た
。
播
磨
で
は
、
別
所

氏
の
三
木
城
や
こ
れ
に
呼
応
し
た
城
々
、
宇
野
氏
の
長
水
城
、
赤
松
氏
の
上
月

城
な
ど
に
秀
吉
が
差
し
向
け
ら
れ
た
。
北
摂
・
丹
波
で
は
、
松
原
氏
の
蒲
公
英

た

ん

ぽ

ぽ

城
や
能
勢
氏
の
能
勢
城
、
赤
井
氏
の
黒
井
城
、
波
多
野
氏
の
八
上
城
・
氷
上
城

な
ど
に
光
秀
が
当
た
っ
た
。
信
長
の
命
に
よ
っ
て
秀
吉
や
光
秀
に
落
と
さ
れ
た

こ
れ
ら
の
城
々
の
「
落
城
記
」
と
も
い
う
べ
き
戦
国
軍
記
が
地
元
に
多
く
残
っ

て
い
る
。
『
別
所
記
』
『
長
水
軍
記
』
『
播
州
佐
用
軍
記
』
『
摂
北
有
馬
郡
丹

北
城
軍
記
』
『
能
勢
物
語
』
『
赤
井
伝
記
』
な
ど
で
あ
る
。
八
上
城
の
落
城
を

描
い
た
軍
記
も
複
数
伝
わ
っ
て
い
る
。
『
籾
井
家
日
記
』
『
丹
波
興
廃
略
記
』

『
高
城
軍
記
』
『
八
上
郷
高
城
山
城
主
の
事
』
で
あ
る
。
敗
北
し
た
波
多
野
氏

の
立
場
か
ら
描
い
た
こ
れ
ら
の
軍
記
に
は
、
本
能
寺
の
変
を
起
こ
す
原
因
と
さ 

れ
る
光
秀
の
恨
み
が
、
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
を
見
て
い
こ
う
。 
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（
二
） 

 

波
多
野
側
の
軍
記
を
見
る
前
に
、
信
長
・
光
秀
側
の
記
録
に
は
、
八
上
城 

落
城
の
有
様
が
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
か
を
押
さ
え
て
お
こ
う
。 

『
信
長
公
記
』
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
十
二
月
十
一
日
条
に
次
の
記
事

が
見
え
る

（
１
）

。 

 
 

維
こ
れ

任
と
う

日
向
守
（
光
秀
）
は
直

す
ぐ

に
丹
波
へ
相
働
き
、
波
多
野
が
館

た
ち

取
巻

き
、
四
方
三
里
が
ま
は
り
を
維
任
一
身
の
手
勢
を
以
て
取
巻
き
、
堀
を

ほ
り
塀

へ
い

・
柵

さ
く

幾
重

い

く

へ

も
付
け
さ
せ
、
透
間
も
な
く
塀
際

き
は

に
諸
卒
町
屋
作

ま
ち
や
つ
く
り

に

小
屋
を
懸
け
さ
せ
、
其
上
、
廻

ま
は
り

番
ば
ん

を
丈
夫
に
、
警
固
を
申
付
け
ら
れ
誠

に

獣
け
だ
も
の

の
通
ひ
も
な
く
在
陣
候
な
り
。 

光
秀
軍
は
波
多
野
の
館
（
八
上
城
）
を
厳
重
に
取
り
囲
み
、
兵
糧
攻
め
に 

す
る
。
そ
の
結
果
、
翌
天
正
七
年
六
月
に
は
、 

 
 

 

籠
城
の
者
既
に
餓
死
に
及
び
、
初
め
は
草
木
の
葉
を
食
と
し
、
後
に
は

牛
馬
を
食
し
、
了
簡

れ
う
け
ん

尽
果

つ
き
は
て

無
体

む

た

い

に
罷

ま
か
り

出
い
で

候
を
悉
く
切
捨

き
り
す
て

、
波
多
野
兄
弟

三
人
の
者
調
略

て
う
り
や
く

を
以
て
召
捕
り
、
六
月
四
日
、
安
土
へ
進
上
。
則
、
慈

恩
寺
町
末
に
三
人
の
者
張
付

は
つ
つ
け

に
懸
け
さ
せ
ら
れ
、
さ
す
が
思
切
り
て
、

前
後
神
妙

し
ん
べ
う

の
由
候
。 

と
見
え
、
激
し
い
飢
え
に
耐
え
兼
ね
、
城
外
に
逃
げ
出
し
た
者
た
ち
を
す
べ
て 

切
り
捨
て
た
と
い
う
悲
惨
な
有
様
を
伝
え
て
い
る
。
更
に
、
城
主
の
波
多
野
兄 

弟
三
人
を
「
調
略
を
以
て
」
捕
え
安
土
に
送
り
、
磔
に
か
け
て
処
刑
し
た
こ
と 

が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
調
略
」
と
は
、
敵
陣
の
中
の
者
に
裏
切
り
を
誘
う 

戦
略
と
さ
れ
、
丹
波
国
の
住
人
で
光
秀
に
味
方
し
た
小
畠
氏
ら
に
送
っ
た
光
秀 

の
書
状
（
天
正
七
年
五
月
六
日
付
）
に
も
、
「
城
中
調
略
之
子
細
候
間
、
本
丸 

焼
崩
儀
可
有
之
候
、
（
中
略
）
於
敵
ハ
生
物
類
、
悉
可
刎
首
候
」

（
２
）

と
あ
り
、 

城
中
の
裏
切
り
者
を
誘
っ
て
い
る
た
め
、
本
丸
が
焼
け
落
ち
る
こ
と
が
あ
る
だ 

ろ
う
、
と
光
秀
が
八
上
城
を
兵
糧
攻
め
に
し
た
上
で
、
敵
方
の
者
が
寝
返
っ
て 

城
中
に
火
を
放
つ
の
を
待
っ
て
い
る
様
子
が
わ
か
る
。
「
調
略
」
が
示
す
意
味 

が
よ
く
理
解
で
き
る
内
容
で
あ
る
。
敵
方
の
生
き
物
は
全
て
首
を
刎
ね
よ
、
と 

い
う
皆
殺
し
も
命
じ
て
い
る
。
光
秀
が
周
到
・
冷
酷
に
城
責
め
を
行
い
、
八
上 

城
の
落
城
は
確
実
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
史
料
に
は 

光
秀
の
老
母
を
人
質
と
し
て
城
内
に
送
っ
た
と
い
う
、
本
能
寺
の
変
「
怨
恨
説
」 

の
基
と
な
る
話
は
見
当
た
ら
な
い
。
飢
餓
状
態
の
城
兵
と
裏
切
り
者
の
存
在
で
、

 

攻
撃
側
の
史
料
と
は
い
え
、
波
多
野
氏
の
敗
北
が
明
ら
か
で
、
光
秀
か
ら
す
る 

と
和
睦
に
持
ち
込
む
必
要
の
な
い
戦
況
で
あ
る
。
当
然
、
母
親
を
人
質
と
し
て 

波
多
野
側
に
送
る
必
要
も
な
い
。 

『
信
長
公
記
』
に
依
拠
し
て
成
立
し
た
小
瀬
甫
庵
著
『
信
長
記
』
で
は
「
調 

略
」
を
よ
り
具
体
的
な
内
容
で
記
す

（
３
）

。 

 
 

 
去
る
程
に
丹
波
国
波
多
野
が
居
た
る
八
上

や

か

み

の
城
、
去
年
三
月
よ
り
惟
任

日
向
守
取
囲
み
、
堀
塀
幾
重
と
も
な
く
付
け
廻
し
責
め
寄
す
る
程
に 
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城
中
粮

か
て

尽
き
て
、
初
め
は
草
木
の
葉
を
食
し
た
る
が
、
究

き
は
ま

つ
て
牛
馬
を

刺
殺
し
食
し
け
り
。
中
々
こ
ら
ふ
べ
き
了
簡
も
つ
き
果
て
け
れ
ば
、
余

り
の
事
に
や
堀
柵
を
無
体
に
乗
越
し
出
で
ゝ
切
り
捨
て
ら
る
ゝ
者
も
多

か
り
け
り
。
斯
か
り
け
れ
ば
城
中
の
者
ど
も
、
為
方

せ
ん
か
た

に
や
つ
き
け
ん
、

波
多
野
兄
弟
三
人
を
召
捕
つ
て
出
し
け
る
程
に
、
六
月
四
日
に
安
土
へ

惟
任
方
よ
り
引
か
せ
進
上
申
し
け
れ
ば
、
度
々
表
裏
し
て
侍
の
本
意
を

知
ら
ざ
る
者
な
り
と
て
、
則
ち
慈
恩
寺
に
し
て
害
し
給
ひ
け
り
。 

城
内
の
者
が
、
城
主
を
捕
え
て
光
秀
方
に
引
き
渡
し
た
、
と
い
う
の
で
あ 

る
。
こ
の
『
信
長
記
』
に
も
光
秀
の
老
母
の
事
は
な
い
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
三
） 

 
 

そ
れ
で
は
、
敗
北
し
た
波
多
野
側
の
軍
記
を
見
て
い
こ
う
。
前
述
し
た
『
籾

井
家
日
記
』
『
丹
波
興
廃
略
記
』
『
高
城
軍
記
』
『
八
上
郷
高
城
山
城
主
の
事
』

を
紹
介
す
る
。
『
籾
井
家
日
記
』
の
籾
井
は
、
波
多
野
の
家
臣
で
丹
波
国
籾
井

城
の
城
主
で
あ
る
。
内
容
に
つ
い
て
は
、
『
戦
国
軍
記
事
典 

天
下
統
一
編
』

の
『
籾
井
家
日
記
』
の
項

（
４
）

や
松
林
靖
明
先
生
の
ご
論
文

（
５
）

に
詳
し
い
。
丹
波
地

方
や
国
会
図
書
館
、
国
立
公
文
書
館
・
内
閣
文
庫
、
京
都
大
学
図
書
館
な
ど
写

本
が
多
く
残
っ
て
い
る
。
『
丹
波
興
廃
略
記
』
は
、
篠
山
市
立
中
央
図
書
館
や

個
人
蔵
の
写
本
な
ど
三
本
が
確
か
め
ら
れ
た
。
『
高
城
軍
記
』
と
『
八
上
郷
高

城
山
城
主
の
事
』
は
、
篠
山
市
立
中
央
図
書
館
に
そ
れ
ぞ
れ
一
本
ず
つ
所
蔵
さ

れ
、
異
名
同
書
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
『
八
上
郷
高
城
山
城
主
の
事
』
は
巻

末
が
欠
損
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
作
品
は
、
内
容
に
違
い
が
あ
る
も
の
の
影
響

関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
今
後
の
研
究
に
委

ね
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
八
上
城
落
城
と
城
主
波
多
野
秀
治
ら
の
死
去
の
場

面
に
し
ぼ
っ
て
『
信
長
公
記
』
や
『
信
長
記
』
と
の
違
い
を
確
か
め
て
み
る
。 

 

も
っ
と
も
内
容
が
簡
略
で
あ
る
の
が
『
高
城
軍
記
』
（
『
八
上
郷
高
城
山
城

主
の
事
』
）
で
あ
る
。
光
秀
の
母
親
が
人
質
と
し
て
八
上
城
内
に
入
り
、
和
睦

を
入
れ
た
波
多
野
秀
治
は
丹
波
国
神
尾
山
で
光
秀
に
対
面
す
る
。
光
秀
の
家
来

が
秀
治
を
捕
え
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
秀
治
は
抵
抗
し
数
人
に
切
り
つ
け
た
の

ち
に
、
刀
を
腹
に
突
き
立
て
、
辞
世
の
句
を
詠
ん
で
死
ぬ
。
秀
治
の
子
の
秀
直

（
秀
尚
）
も
戦
っ
た
の
ち
に
刀
を
脇
腹
に
突
き
立
て
自
殺
を
図
り
重
傷
を
負
う
。

光
秀
の
家
来
に
取
り
押
さ
え
ら
れ
駕
籠
に
押
し
込
め
ら
れ
京
都
へ
向
か
う
途

中
、
秀
直
は
宮
川
村
に
て
絶
命
し
た
。
神
尾
山
で
城
主
父
子
が
「
討
死
」
と
知

っ
た
城
内
の
兵
た
ち
は
弔
い
合
戦
と
称
し
て
抵
抗
し
た
た
め
、
光
秀
は
城
を
取

り
囲
ん
で
兵
糧
攻
め
に
し
よ
う
と
用
意
を
し
始
め
る
。
そ
れ
を
知
っ
た
城
兵
た

ち
は
、
光
秀
の
母
親
を
引
き
出
し
高
塀
に
上
げ
て
磔
に
懸
け
、
城
に
火
を
か
け

て
腹
を
切
り
、
火
に
飛
び
込
ん
で
死
ん
で
い
っ
た
。
鎮
火
後
に
光
秀
が
城
に
入

っ
て
見
る
と
、
城
内
の
者
た
ち
は
一
人
残
ら
ず
灰
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。 

 

『
籾
井
家
日
記
』
と
『
丹
波
興
廃
略
記
』
の
関
係
は
、
『
高
城
軍
記
』
と
の

関
係
よ
り
も
密
接
で
あ
り
、
八
上
城
落
城
と
波
多
野
秀
治
ら
の
最
期
の
様
子
は

ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
神
尾
山
（
『
籾
井
家
日
記
』
は
本
目
城
）
に
て
波
多
野
秀

治
・
弟
の
秀
尚
は
光
秀
と
対
面
す
る
。
こ
の
ま
ま
上
洛
し
て
信
長
と
対
面
す
る

よ
う
に
と
の
誘
い
を
、
秀
治
は
作
法
が
整
っ
て
か
ら
、
と
言
っ
て
即
座
の
上
洛
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を
断
っ
た
。
席
を
立
と
う
と
す
る
秀
治
を
光
秀
や
瀧
川
一
益
の
家
臣
た
ち
が
取

り
押
さ
え
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
乱
闘
に
な
り
、
秀
治
は
刀
を
腹
に
突
き
立
て
自

害
を
し
よ
う
と
す
る
。
重
傷
の
秀
治
と
秀
尚
、
そ
の
他
波
多
野
側
の
侍
十
三
人

が
生
捕
り
と
な
っ
て
安
土
に
護
送
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
途
中
で
秀
治
は
、
辞

世
の
句
を
詠
み
、
遺
言
し
て
息
を
引
き
取
る
。
遺
言
の
主
な
内
容
は
、
信
長
・

光
秀
へ
の
恨
み
と
年
を
経
ぬ
う
ち
に
そ
の
怨
念
を
晴
ら
す
だ
ろ
う
、
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
信
長
と
対
面
し
た
秀
尚
は
波
多
野
家
の
正
当
性
を
主
張
し
、「
人

非
人
の
光
秀
」
と
信
長
に
三
年
の
内
に
思
い
知
ら
せ
て
や
る
、
と
恨
み
を
述
べ

た
。
そ
の
後
、
秀
尚
と
十
三
人
の
生
捕
り
は
安
土
の
慈
恩
寺
に
て
切
腹
し
て
果

て
た
。
八
上
城
で
は
、
人
質
の
光
秀
の
母
を
打
首
に
し
、
光
秀
軍
に
対
し
て
最

後
の
戦
を
挑
ん
だ
。 

 

波
多
野
側
か
ら
描
い
た
軍
記
に
は
、
『
信
長
公
記
』
な
ど
が
伝
え
る
よ
う
な

兵
糧
攻
め
に
苦
し
む
八
上
城
や
城
内
の
裏
切
り
者
の
存
在
、
調
略
に
よ
っ
て
城

主
が
捕
ら
え
ら
れ
た
こ
と
は
一
切
見
当
た
ら
な
い
。
秀
治
ら
は
和
睦
に
よ
っ
て

自
ら
城
を
出
て
、
光
秀
に
強
引
に
上
洛
を
促
さ
れ
た
結
果
、
切
腹
（
討
死
）
し

て
果
て
た
、
あ
る
い
は
安
土
慈
恩
寺
に
て
切
腹
し
た
、
と
い
う
点
も
「
慈
恩
寺

町
末
に
三
人
の
者
張
付

は
つ
つ
け

」
と
す
る
『
信
長
公
記
』
と
は
異
な
る
。 

 

正
親
町
天
皇
の
頃
に
禁
裏
御
倉
職
を
務
め
た
立
入
宗
継
が
書
い
た
『
立
入 

左
京
亮
入
道
隆
佐
記

（
６
）

』
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
そ
の
中
に
次
の
よ
う
な
記
載

が
見
え
る
。 

 
 

 

多
喜
郡
高
城
波
田
野
兄
弟
。
扱
に
て
被
送
刻
。
於
路
次
か
ら
め
と
り
。

安
土
へ
馬
上
に
か
ら
み
つ
け
つ
ゝ
を
さ
し
ほ
だ
し
を
う
ち
。
は
た
の
お

と
ゝ
い
。
は
た
も
の
に
被
上
候
。
前
代
未
聞
也
。
天
正
七
年
六
月
十
日
京

都
を
通
也
。 

 

捕
縛
さ
れ
た
波
多
野
兄
弟
が
安
土
へ
移
送
さ
れ
る
途
中
、
京
都
を
通
過
し 

た
時
の
様
子
で
あ
る
。
筒
を
刺
し
、
縄
を
う
ち
、
波
多
野
兄
弟
を
磔
の
よ
う 

に
馬
上
に
括
り
付
け
た
あ
り
さ
ま
は
、
前
代
未
聞
の
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
い 

う
。
さ
ら
し
者
に
さ
れ
な
が
ら
安
土
へ
送
ら
れ
て
い
く
憐
れ
な
秀
治
ら
の
姿 

が
生
々
し
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

波
多
野
側
の
立
場
に
立
っ
た
軍
記
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
波
多
野
の 

汚
点
に
な
る
内
容
は
描
か
な
い
。
信
長
・
光
秀
と
波
多
野
は
対
等
で
あ
り
、 

波
多
野
は
和
睦
を
受
け
入
れ
て
城
を
出
た
と
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
対
等
で 

あ
る
証
拠
と
し
て
、
光
秀
は
母
親
を
城
内
に
送
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。 

 

『
籾
井
家
日
記
』
と
『
丹
波
興
廃
略
記
』
は
、
更
に
本
能
寺
の
変
に
ま
で
話

が
及
ん
で
い
る
。
和
睦
を
結
ん
だ
光
秀
と
秀
治
ら
が
対
面
し
た
日
が
天
正
七
年

六
月
二
日
で
あ
り
、
そ
の
日
の
う
ち
に
重
傷
を
負
っ
た
秀
治
が
亡
く
な
っ
た
と

す
る
。
本
能
寺
の
変
が
起
こ
っ
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
三
年
後
の
天
正
十
年
六
月

二
日
で
あ
る
。 

 
 

 

東
殿
（
波
多
野
秀
治
）
御
最
期
の
一
言
は
三
年
の
間
に
怨
を
報
ぜ
ん
と

也
。
此
一
念
の
願
力
は
、
一
同
の
誓
ひ
に
て
、
最
期
の
面
々
が
歯
を
喰
し

ば
り
て
候
。
然
る
に
不
思
議
と
い
ふ
も
愚
か
な
る
次
第
は
、
屋
形
様
一
家

の
本
目
の
会
合
不
慮
の
討
死
は
、
天
正
七
年
六
月
二
日
也
、
屋
形
も
同
日

御
最
期
を
止
め
給
ひ
て
候
。
其
後
三
年
目
、
天
正
十
年
六
月
二
日
、
明
智

光
秀
丹
波
よ
り
起
り
て
己
れ
が
作
り
立
た
る
七
頭
等
を
先
鋒
と
し
て
、
信
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長
父
子
を
京
都
に
て
殺
害
し
、
己
れ
も
羽
柴
に
討
た
れ
て
国
ど
も
に
亡
ぼ

す
。
当
家
よ
り
不
義
を
立
て
ゝ
候
七
頭
ど
も
皆
一
所
に
亡
び
た
り
。
光
秀

が
大
恩
の
主
君
へ
宿
意
立
て
た
る
其
本
を
い
へ
ば
、
初
め
光
秀
は
織
田
家

随
一
の
勇
士
と
賞
玩
せ
ら
れ
た
る
に
、
不
仕
合
と
当
家
の
手
先
を
受
け
て

数
年
の
内
に
悉
く
鋒
先
を
く
だ
か
れ
、
悪
名
を
と
り
、
信
長
の
折
檻
に
合

う
事
度
々
也
。
其
内
に
は
羽
柴
、
柴
田
等
は
大
功
を
立
つ
る
ほ
ど
に
、
漸
々

信
長
の
心
に
そ
む
き
、
己
れ
も
憤
り
を
含
み
、
例
し
な
き
不
義
を
致
し
た

り
。
信
長
父
子
、
明
智
ら
が
亡
び
た
る
は
、
当
家
怨
霊
の
二
度
の
弓
矢
た

る
を
見
知
る
べ
し
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
『
籾
井
家
日
記
』
） 

 

秀
治
の
命
日
の
六
月
二
日
に
本
能
寺
の
変
が
起
こ
っ
て
信
長
が
死
に
、
つ
い

で
波
多
野
の
家
臣
で
あ
り
な
が
ら
裏
切
っ
て
光
秀
に
走
っ
た
七
頭
の
者
た
ち

と
光
秀
が
亡
ん
だ
の
は
、
波
多
野
の
怨
霊
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
籾
井
家
日
記
』
は
、
本
能
寺
の
変
が
「
怨
恨
」
に
よ
っ
て
起
こ

っ
た
と
す
る
が
、
そ
の
恨
み
は
一
般
的
に
言
わ
れ
る
光
秀
の
も
の
で
は
な
く
、

波
多
野
の
恨
み
で
あ
る
と
す
る
。
光
秀
の
老
母
人
質
の
件
も
、
光
秀
の
信
長
へ

の
恨
み
を
作
る
材
料
で
は
な
く
、
光
秀
と
波
多
野
が
対
等
で
和
睦
を
結
ん
だ
と

い
う
証
し
の
た
め
の
創
作
で
あ
る
。 

 

本
能
寺
の
変
に
ま
で
話
が
及
ば
な
い
『
高
城
軍
記
』
の
方
が
、
『
籾
井
家
日

記
』
『
丹
波
興
廃
略
記
』
に
先
行
す
る
可
能
性
が
高
い
。
『
籾
井
家
日
記
』
『
丹

波
興
廃
略
記
』
は
、
『
高
城
軍
記
』
に
拠
っ
た
か
、
『
高
城
軍
記
』
と
同
じ
資

料
に
拠
り
な
が
ら
、
本
能
寺
の
変
が
起
き
た
原
因
を
波
多
野
の
「
怨
恨
」
と
付

け
加
え
た
の
で
あ
る
。 

（
四
） 

 
 

豊
臣
秀
吉
に
関
す
る
軍
談
講
釈
を
小
説
化
し
た
『
太
閤
真
顕
記
』
と
い
う
江

戸
時
代
の
作
品
が
あ
る
。
十
二
編
三
百
六
十
巻
に
及
ぶ
こ
の
実
録
の
中
に
八
上

城
落
城
の
顛
末
が
描
か
れ
て
い
る
。
浜
田
啓
介
氏
は
、
『
太
閤
真
顕
記
』
の
八

上
城
落
城
の
場
面
を
と
り
あ
げ
考
察
を
加
え
ら
れ
て
い
る

（
７
）

。
以
下
当
該
箇
所

に
つ
い
て
浜
田
氏
の
ご
論
に
よ
っ
て
内
容
を
紹
介
し
て
い
く
。 

 

『
太
閤
真
顕
記
』
は
、
流
布
本
と
異
な
る
記
事
の
配
置
が
見
ら
れ
る
九
州
大

学
国
史
研
究
室
所
蔵
本
（
以
下
、
異
本
と
す
る
）
が
知
ら
れ
て
い
る
。
流
布
本

と
は
異
な
る
箇
所
は
波
多
野
滅
亡
の
場
面
に
当
た
り
、
異
本
に
は
こ
の
場
面
が

三
度
描
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
異
本
の
一
度
め
の

八
上
城
落
城
場
面
（
第
五
編
巻
二
〇
・
二
一
）
は
次
の
よ
う
な
顛
末
で
あ
る
。

光
秀
に
よ
る
丹
波
平
定
は
激
し
い
抵
抗
に
遭
う
。
播
磨
へ
出
兵
し
て
い
る
秀
吉

は
信
長
に
申
請
し
て
、
弟
の
秀
長
を
光
秀
救
援
に
送
り
、
秀
長
は
、
両
波
多
野

の
一
方
で
あ
る
氷
上
城
の
波
多
野
宗
長
・
宗
貞
父
子
を
滅
ぼ
し
、
西
丹
波
一
帯

を
平
定
す
る
。
多
年
に
わ
た
り
丹
波
を
攻
め
て
い
た
光
秀
は
面
目
を
つ
ぶ
し
、

特
に
信
長
が
自
分
の
軍
に
加
勢
を
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
秀
吉
に
命
ぜ
ら
れ
た

の
は
遺
憾
で
あ
る
と
し
、
「
憤
怒
の
勇
気
を
あ
ら
は
し
進
発
す
。
之
日
向
守
主

君
を
恨
む
る
の
一
つ
な
り
」
と
光
秀
が
信
長
を
恨
む
要
因
に
な
っ
た
と
す
る
。

信
長
の
不
快
を
恐
れ
な
が
ら
光
秀
は
東
丹
波
の
諸
城
を
攻
略
し
、
続
い
て
八
上

城
に
攻
め
か
か
る
。
波
多
野
秀
治
・
秀
尚
は
よ
く
防
戦
し
て
屈
服
の
色
が
な
か

っ
た
。
光
秀
は
わ
が
身
の
不
面
目
と
信
長
の
機
嫌
を
恐
れ
、
使
者
を
八
上
城
に
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遣
わ
し
、
速
や
か
に
旗
を
巻
い
て
降
参
す
れ
ば
、
領
地
を
安
堵
す
る
旨
を
伝
え

る
が
、
秀
治
ら
は
承
知
し
な
か
っ
た
。
光
秀
が
老
母
を
人
質
と
し
て
城
へ
送
っ

た
こ
と
で
、
よ
う
や
く
秀
治
ら
は
和
睦
を
承
諾
し
た
。 

六
月
二
日
、
秀
治
秀
尚
等
光
秀
に
対
面
の
為
八
上
の
城
を
出
て
本
目
の

城
中
へ
来
る
の
処
を
光
秀
伏
兵
を
以
て
兄
弟
を
生
捕
り
、
此
時
福
井
因
幡

守
兄
弟
、
籾
井
越
中
守
討
死
、
従
兵
尽
く
切
尽
し
、
早
速
波
多
野
兄
弟
を

京
都
へ
送
り
遣
し
け
る
。
是
に
依
て
此
輩
を
安
土
に
遣
し
誅
せ
ら
る
。 

八
上
城
で
は
こ
の
こ
と
を
知
り
光
秀
の
母
を
殺
害
す
る
。
そ
の
後
、
光
秀
は 

八
上
城
を
攻
め
落
と
し
丹
波
を
平
定
、
「
丹
州
一
円
光
秀
に
賜
り
け
る
に
ぞ 

莫
大
の
恩
録
、
光
秀
抜
群
の
立
身
、
一
国
の
守
護
と
成
り
て
悦
ぶ
事
限
り
な
し
」

と
締
め
く
く
る
。 

 

と
こ
ろ
が
異
本
五
編
巻
二
十
九
は
「
波
多
野
兄
弟
生
捕
ら
る
ゝ
事
并
光
秀
主

君
信
長
を
恨
る
事 

丹
州
赤
井
家
由
来
の
事
并
刑
部
景
忠
雌
雄
猛
獏
を
討
事
」

で
あ
り
、
再
度
八
上
城
落
城
の
場
面
を
取
り
上
げ
て
い
る
。母
親
を
城
に
送
り
、

和
睦
を
入
れ
た
波
多
野
兄
弟
が
本
目
の
城
に
や
っ
て
来
た
と
こ
ろ
を
生
捕
り

に
し
て
安
土
に
送
る
ま
で
は
、
一
度
め
の
内
容
と
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
の
後
、

一
度
め
に
は
な
い
本
能
寺
の
変
に
関
わ
る
記
事
を
載
せ
る
。
光
秀
は
城
内
の
母

を
取
り
返
そ
う
と
す
る
が
、
城
内
で
は
城
主
を
捕
え
た
光
秀
の
や
り
方
を
憎
み
、

主
人
兄
弟
が
無
事
に
帰
っ
て
来
れ
ば
母
を
返
そ
う
、
と
言
う
。
光
秀
は
安
土
へ

使
者
を
送
り
、
波
多
野
兄
弟
の
死
刑
を
し
ば
ら
く
猶
予
し
て
く
れ
る
よ
う
に
願

う
。
苦
し
む
光
秀
に
兄
弟
処
刑
の
知
ら
せ
が
届
き
、
光
秀
は
こ
れ
を
極
秘
と
す

る
が
、
城
内
の
者
た
ち
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
城
兵
は
光
秀
ら
を
櫓
近
く
に

招
き
寄
せ
、
「
は
や
ゝ
ゝ
老
母
を
出
す
べ
し
と
申
し
け
れ
ば
、
城
兵
ど
も
五
六

人
に
て
櫓
の
上
に
引
立
、
生
て
帰
す
い
わ
れ
な
し
、
死
骸
を
受
取
退
け
」
と
言

っ
て
、
母
親
の
死
骸
を
逆
吊
り
に
し
て
切
下
し
て
、
一
同
に
ど
っ
と
笑
っ
た
。

光
秀
は
全
軍
に
下
知
し
て
城
へ
攻
め
込
み
、
犬
猫
に
い
た
る
ま
で
生
あ
る
者
は

こ
と
ご
と
く
切
り
殺
し
た
、
と
述
べ
る
。
続
い
て
、
こ
の
老
母
は
光
秀
の
実
母

で
は
な
く
叔
父
の
妻
で
あ
る
が
、
幼
少
の
時
に
養
育
し
て
く
れ
た
実
母
同
然
の

人
で
あ
る
、
と
説
明
し
た
後
、 

 
 

 

か
な
し
み
余
り
て
光
秀
主
君
信
長
を
ふ
か
く
う
ら
み
、
今
一
両
日
せ 

 
 

ば
、
是
非
々
々
母
を
奪
ひ
か
へ
さ
ん
も
の
と
情
な
き
主
人
の
は
か
ら
ひ 

 
 

波
多
野
兄
弟
誅
戮
の
事
御
延
引
下
さ
る
べ
き
む
ね
願
ひ
出
置
つ
る
に
、
一

応
の
御
告
に
も
及
ば
ず
し
て
誅
せ
ら
れ
け
る
ゆ
へ
老
母
終
に
帰
る
事
あ

た
は
ず
。 

と
述
べ
、 

 
 

 

聊
も
仁
義
な
く
我
を
不
孝
の
罪
人
な
り
と
な
し
給
ふ
事
恨
み
な
れ
、
と

恨
憤
る
事
、
骨
髄
に
通
り
甚
だ
不
快
の
色
を
顕
は
せ
り
。
是
後
日
に
謀
反

を
企
し
憤
怒
の
一
つ
な
り
。 

と
、
光
秀
の
願
い
を
入
れ
ず
、
信
長
が
波
多
野
兄
弟
を
早
々
に
処
刑
し
た
結 

果
、
母
親
を
城
兵
に
惨
殺
さ
れ
た
こ
と
が
、
光
秀
が
本
能
寺
の
変
を
起
こ
す 

要
因
の
一
つ
に
な
っ
た
、
と
「
怨
恨
説
」
を
明
確
に
記
す
。 

 
流
布
本
に
は
、
異
本
の
一
度
め
の
八
上
城
落
城
に
あ
た
る
記
事
は
な
く
、 

第
五
編
巻
二
十
一
は
「
波
多
野
兄
弟
生
捕
ら
る
ゝ
事
并
光
秀
主
君
信
長
を
恨 

る
事 

丹
州
赤
井
家
由
来
の
事
并
刑
部
景
忠
雌
雄
猛
獏
を
討
事
」
で
あ
り
、 
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異
本
の
五
編
巻
二
十
九
の
内
容
と
一
致
す
る
。
浜
田
氏
は
、
異
本
の
方
が
先
行 

し
、
異
本
の
矛
盾
を
訂
正
し
た
の
が
流
布
本
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
異
本
の
一
度 

め
の
八
上
落
城
記
事
（
第
五
編
巻
二
十
一
）
が
『
太
閤
真
顕
記
』
の
初
案
で
あ 

り
、
異
本
第
五
編
巻
二
十
九
・
流
布
本
第
五
編
巻
二
十
一
が
後
案
で
あ
り
、
そ 

こ
に
光
秀
遺
恨
譚
の
伏
線
を
置
い
て
い
る
と
い
う
。
光
秀
の
怨
恨
の
来
由
を
盛 

り
込
む
べ
く
、
講
釈
者
は
、
光
秀
の
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
情
況
を
創
り
、
光
秀
の 

心
情
に
絶
大
な
苦
痛
を
与
え
て
、
し
か
も
そ
れ
に
対
す
る
信
長
の
侮
辱
・
嘲
弄 

を
以
て
、
事
柄
を
増
加
さ
せ
、
目
的
で
あ
る
光
秀
謀
反
の
理
由
づ
け
、
も
っ
と 

も
ら
し
さ
を
作
ろ
う
と
し
た
、
と
浜
田
氏
は
指
摘
す
る
。 

 

『
太
閤
真
顕
記
』
は
、
八
上
城
落
城
の
物
語
を
こ
の
後
再
度
改
訂
し
て
い
る
。

第
六
編
巻
三
（
六
編
以
降
、
流
布
本
と
異
本
の
内
容
に
大
差
は
な
い
）
に
お
い

て
、
光
秀
は
波
多
野
や
城
兵
た
ち
に
同
情
す
る
情
け
の
厚
い
武
将
に
変
化
し
、

一
方
信
長
は
「
旧
悪
を
憎
む
の
心
深
き
生
質
」
で
、
波
多
野
兄
弟
を
無
情
に
処

刑
す
る
残
忍
な
武
将
に
描
か
れ
る
。
情
け
あ
る
光
秀
に
迷
惑
を
か
け
ま
い
と
、

波
多
野
一
族
十
三
人
は
潔
く
死
ん
で
い
っ
た
と
す
る
。
三
訂
に
及
ん
で
、
本
能

寺
の
変
は
、
非
道
な
信
長
を
光
秀
が
討
つ
と
い
う
設
定
に
変
化
し
て
い
く
。
そ

こ
に
は
、
老
母
人
質
の
件
は
必
要
な
く
、
削
除
さ
れ
て
い
る
。 

 

（
五
） 

 

『
太
閤
真
顕
記
』
に
い
た
っ
て
、
老
母
人
質
に
よ
る
本
能
寺
の
変
「
光
秀
怨 

恨
説
」
が
定
着
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
は
『
信
長
公
記
』
に
は
な
か
っ
た
老

母
人
質
の
一
件
は
、
『
太
閤
真
顕
記
』
と
『
籾
井
家
日
記
』『
丹
波
興
廃
略
記
』

の
ど
ち
ら
が
先
行
し
て
入
れ
た
話
な
の
で
あ
ろ
う
か
。 

貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
に
遠
山
信
春
が
著
し
た
『
総
見
記
』
（
『
織
田
軍

記
』
）
巻
第
十
九
「
惟
任
光
秀
丹
州
働
ノ

事 

附
赤
井
悪
右
衛
門
景
遠
ガ

事
（
８
）

」

に
は
、 

 
 

 

六
月
二
日
、
丹
州
に
於
て
、
惟

コ
レ

任
タ
フ

日
向
ノ

守
光
秀
、
偽
つ
て
八
上

ヤ

ガ

ミ

の
城

主
波
多
野

ハ

タ

ノ

秀
ヒ
デ

治
ハ
ル

を
出
し
、
東

ヒ
ガ
シ

丹
波
を
退
治
せ
し
む
。
其
子
細

シ

サ

イ

を
尋
ぬ
る

に
、
抑
も
去
月
よ
り
以
来
、
光
秀
東
丹
波
へ
攻
め
入
り
、
同
中
旬
八
田
、

波
多
賀
須
、
八
折
、
籾
井
の
諸
城
を
攻
め
取
り
、
同
月
廿
一
日
、
波
多

野
随
一
の
武
功
の
者
、
籾
井
越
中
守
等
を
討
捕
り
、
何
と
ぞ
一
日
も
羽

柴
等
に
先
立
つ
て
東
丹
波
を
退
治
せ
ん
と
、
随
分
夜
を
日
に
継
い
で
、

精
力
を
尽
す
と
云
へ
ど
も
、
国
人
更
に
親
伏
せ
ず
、
且
つ
又
秀
治
究
竟

の
残
徒
を
集
め
て
、
八
上
の
城
に
籠
り
、
城
地
又
嶮
岨
な
れ
ば
、
何
程

の
大
軍
に
て
も
一
旦
に
攻
め
取
り
が
た
く
、
空
し
く
城
を
見
上
げ
て
、

暫
く
時
日
を
移
す
処
に
、 

と
あ
っ
て
、
こ
の
ま
ま
で
は
人
々
の
嘲
弄
を
招
き
信
長
父
子
の
機
嫌
を
損
な
う
、

と
思
っ
た
光
秀
は
、
敵
方
の
高
屋
筑
後
と
西
蔵
院
・
大
善
院
と
い
う
山
伏
を
頼

ん
で
和
睦
を
申
し
入
れ
る
。
疑
う
秀
治
に
光
秀
は
老
母
を
城
内
へ
送
り
和
睦
が

整
う
。
秀
治
秀
尚
兄
弟
は
八
上
城
を
出
て
、
光
秀
が
待
つ
本
目
城
に
向
か
う
。



66 

 

酒
宴
が
始
ま
っ
た
と
き
、
光
秀
は
隠
し
て
い
た
兵
に
命
じ
て
波
多
野
兄
弟
を
捕

え
、
そ
の
ほ
か
波
多
野
の
従
者
十
三
人
も
生
捕
り
に
し
、
安
土
へ
送
る
。 

 
 

 
秀
治
は
痛
手
負
ひ
て
、
路
次
に
於
て
死
去
し
畢
ん
ぬ
。
其
後
秀
尚
等
安

土
に
於
て
生
害
の
以
後
、
丹
州
の
残
党
等
、
光
秀
人
質
の
老
母
を
張
付
に

懸
け
て
殺
し
畢
ん
ぬ
。
同
月
四
日
、
丹
波
国
御
敵
、
波
多
野
氏
兄
弟
三
人
、

当
所
慈
恩
寺
の
町
末
に
於
て
、
張
付
に
懸
け
さ
せ
誅
せ
ら
れ
、
其
外
生
捕

ど
も
悉
く
誅
せ
ら
れ
畢
ん
ぬ
。
是
れ
則
ち
一
昨
日
惟
任
光
秀
搦
捕
り
、
進

上
せ
し
む
る
に
依
て
な
り
。
何
れ
も
最
期
の
次
第
、
一
々
神
妙
の
由
是
を

沙
汰
す
。 

こ
の
箇
所
は
よ
く
読
む
と
、
波
多
野
兄
弟
の
最
期
の
様
子
が
重
複
し
て
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
前
半
の
傍
線
部
の
、
秀
治
が
安
土
へ
の
道
中
で

死
去
し
た
こ
と
、
秀
尚
ら
は
安
土
で
生
害
を
遂
げ
た
こ
と
、
丹
波
に
残
る
兵
た

ち
が
人
質
で
あ
る
光
秀
の
老
母
を
殺
し
た
こ
と
の
三
点
は
『
籾
井
家
日
記
』
の

内
容
に
一
致
す
る
。
後
半
の
二
重
傍
線
部
の
、
六
月
四
日
に
波
多
野
兄
弟
三
人

が
慈
恩
寺
の
町
末
で
磔
に
懸
け
ら
れ
殺
さ
れ
た
、
と
す
る
点
は
、『
信
長
公
記
』

の
記
載
に
一
致
す
る
。
先
に
挙
げ
た
敵
方
の
高
屋
筑
後
と
西
蔵
院
・
大
善
院
と

い
う
山
伏
を
仲
介
と
し
て
光
秀
が
波
多
野
方
に
和
睦
を
申
し
入
れ
た
と
い
う

点
、
光
秀
と
秀
治
ら
の
対
面
の
場
所
が
本
目
城
で
あ
っ
た
と
す
る
点
、
十
三
人

の
従
者
た
ち
も
生
捕
り
に
さ
れ
た
と
す
る
点
は
、
『
籾
井
家
日
記
』
の
内
容
に

一
致
す
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
『
総
見
記
』
は
、
『
籾
井
家
日
記
』
と
『
信
長
公
記
』
の
両 

方
に
依
拠
し
て
、
八
上
城
落
城
の
顛
末
を
書
い
た
た
め
に
、
秀
治
秀
尚
兄
弟
死 

去
の
記
事
が
重
複
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
し
、
『
総
見
記
』

が
『
籾
井
家
日
記
』
に
先
行
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
『
総
見
記
』
の
波
多
野
兄
弟

の
最
期
の
有
様
が
重
複
す
る
は
ず
が
な
い
。『
信
長
公
記
』
と
『
籾
井
家
日
記
』

の
二
つ
の
資
料
に
よ
っ
て
『
総
見
記
』
が
書
か
れ
た
た
め
に
起
こ
っ
た
矛
盾
と

し
た
方
が
説
明
し
や
す
い
。 

『
太
閤
真
顕
記
』
の
成
立
は
安
永
期
（
一
七
七
二
～
八
〇
）
と
す
る
説
が

あ
り
、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
に
成
立
し
た
『
総
見
記
』
の
方
が
先
行
す
る
。

『
太
閤
真
顕
記
』
は
『
総
見
記
』
を
参
考
に
し
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

『
籾
井
家
日
記
』
か
ら
『
総
見
記
』
、
『
総
見
記
』
か
ら
『
太
閤
真
顕
記
』

へ
と
、
八
上
城
落
城
の
話
を
辿
っ
て
い
く
と
、
本
能
寺
の
変
の
「
光
秀
怨
恨
説
」

成
長
の
過
程
を
辿
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
『
籾
井
家
日
記
』
は
、
波
多
野

氏
や
八
上
城
の
城
兵
た
ち
の
名
誉
を
守
る
た
め
に
、
実
際
に
は
兵
糧
攻
め
に
苦

し
み
、
飢
え
に
耐
え
兼
ね
た
城
兵
が
、
城
主
兄
弟
を
捕
え
て
光
秀
に
引
き
渡
し

た
落
城
の
経
緯
を
創
り
か
え
て
い
る
。
光
秀
軍
と
互
角
に
戦
っ
て
い
た
波
多
野

は
、
光
秀
の
老
母
を
人
質
と
し
て
預
か
る
こ
と
で
敵
方
か
ら
の
和
睦
の
申
し
出

を
受
け
入
れ
る
。
『
籾
井
家
日
記
』
に
お
け
る
老
母
人
質
の
話
は
、
波
多
野
と

光
秀
が
対
等
の
立
場
で
和
睦
を
結
ん
だ
証
拠
と
し
て
創
ら
れ
て
い
る
。
『
総
見

記
』
は
『
信
長
公
記
』
に
拠
り
な
が
ら
も
、
『
籾
井
家
日
記
』
の
内
容
も
取
り

入
れ
、
老
母
人
質
の
件
も
『
籾
井
家
日
記
』
か
ら
受
け
取
っ
て
い
る
。
『
総
見

記
』
の
内
容
を
読
者
の
興
味
を
引
き
付
け
る
た
め
に
改
変
し
た
の
が
『
太
閤
真

顕
記
』
で
あ
る
。
捕
え
た
波
多
野
兄
弟
を
信
長
が
殺
害
し
た
た
め
に
、
老
母
を 

惨
殺
さ
れ
た
光
秀
が
、
信
長
を
ひ
ど
く
恨
ん
だ
と
い
う
、
本
能
寺
の
変
を
扱 
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う
と
き
の
お
馴
染
み
の
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。
『
太
閤
真
顕
記
』
は
、
本
能
寺

の
変
と
い
う
大
き
な
政
変
の
伏
線
と
す
る
た
め
に
八
上
城
落
城
を
脚
色
し
た

の
で
あ
る
。 

 

注 （
１
）
『
信
長
公
記
』
の
引
用
に
は
、
奥
野
高
広
・
岩
沢
愿
彦
校
注
『
信
長
公

記
』
（
角
川
書
店 
一
九
九
二
年
一
月 

七
版
）
を
使
用
し
た
。 

（
２
）
『
新
修 

亀
岡
市
史 
資
料
編
第
二
巻
』
（
二
〇
〇
二
年
三
月
）
所
収

59

「
明
智
光
秀
書
状
」
（
小
畠
文
書
）
に
拠
る
。 

（
３
）
『
信
長
記
』
の
引
用
に
は
、
神
郡
周
校
注
『
信
長
記 

下
』
（
現
代
思

潮
社 

一
九
八
一
年
十
月
）
を
使
用
し
た
。 

（
４
）『
戦
国
軍
記
事
典 

天
下
統
一
編
』「Ⅰ
部
織
田
信
長
の
抬
頭 

摂
津
・

丹
波
の
平
定
」
『
籾
井
家
日
記
』
（
松
林
靖
明
先
生
担
当
）
（
和
泉
書
院 

二
〇
一
一
年
十
二
月
）
参
照
。
な
お
、
『
籾
井
家
日
記
』
の
引
用
に
は
、

野
々
口
政
太
郎
他
校
訂
『
籾
井
家
日
記 

限
定
版
』
（
篠
山
毎
日
新
聞
社 

一
九
三
一
年
十
二
月
）
を
使
用
し
た
。 

（
５
）
「
籠
城
・
落
城
の
日
記
と
軍
記
」
（
「
日
本
文
学 

55

ー
7

」 
二

〇
〇
六
年
七
月
） 

（
６
）
『
立
入
左
京
亮
入
道
隆
佐
記
』
の
引
用
に
は
、
『
続
群
書
類
従
20

上
』

を
使
用
し
た
。
な
お
、
『
立
入
左
京
亮
入
道
隆
佐
記
』
に
つ
い
て
は
、
『
戦

国
軍
記
事
典 

天
下
統
一
編
』
「Ⅰ

部
織
田
信
長
の
抬
頭 

摂
津
・
丹
波

の
平
定
」
『
立
入
左
京
亮
入
道
隆
佐
記
』
（
松
林
靖
明
先
生
担
当
）
に
詳

し
い
。 

（
７
）
「
絵
本
太
閤
記
と
太
閤
真
顕
記
」
（
『
読
本
研
究
新
集 

２
』
二
〇
〇

〇
年
六
月
） 

（
８
）『
総
見
記
』（
『
織
田
軍
記
』
）
の
引
用
に
は
、『
通
俗
日
本
全
史 

７
』

を
使
用
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

    


